
第４回 南幌町介護保険事業計画策定委員会

日 時：令和３年１月２９日（金） 午後３時００分～

場 所：南幌町保健福祉総合センターあいくる  

 １階あいくるホール

１ 開     会

２ 委 員 長 挨 拶  竹内委員長

３ 協議(報告)事項

（１）第３回策定委員会からの変更事項について（新旧対照表参照）

（２）介護保険制制度の改正内容

４ そ の 他     

  今後のスケジュールについて

５ 閉 会
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南幌町介護保険事業計画高齢者福祉計画（案） 

新 旧 対 照 表

（傍線部分は改正部分） 

ページ／項目等 新（案） 旧（第３回策定委員会時） 備考 

1ページ中段 

１ページ  

下段から２行目 

１計画の趣旨 

本町では高齢者が要介護状態となっても住み慣れた地

域で自分らしく住むことができるよう保険者機能強化推

進交付金（インセンティブ交付金）を活用するなど、自

立支援や重度化防止などに向けた取り組みや・・・。 

介護分野で働く専門職の環境づくりにも努め、最期ま

で安心して住み続けることができる町を目指し策定する

ものです。  

１計画の趣旨 

本町では高齢者が要介護状態となっても住み慣れた地

域で自分らしく住むことができるよう保険者機能強化推

進交付金（インセンティブ交付金）を活用するなど、自

立支援や重症化防止などに向けた取り組みや・・・。 

介護分野で働く専門職の環境づくりにも努め、わが町

で最期まで安心して住み続けることができることを目指

し策定するものです。  

文言の修正 

文言の変更 

２ページ ３ 計画の位置づけ 

本計画は、国際目標のＳＤＧｓの理念も踏まえ、町が

目指すべき事項や取り組むべき政策を定めた南幌町総合

計画における個別施策として位置づけしており、下記の

各計画とも整合性を図り策定したものです。 

３ 計画の位置づけ

本計画は、町が目指すべき事項や取り組むべき政策を

定めた南幌町総合計画を上位計画として整合性を図ると

ともに、下記の各計画とも整合性を図り策定したもので

す。 

ＳＤＧｓの追加 

文言の変更 

５ページ下段 ６ 計画の策定体制 

（４）パブリックコメントの実施 

第８期計画の素案については、町のホームページに掲

載し、計画に対する町民の意見を募集するために、令和

３年２月８日から３月１日までの期間で、【パブリック

コメント】を実施しました。  

６ 計画の策定体制 

（４）パブリックコメントの実施 

第８期計画の素案については、町のホームページに掲

載し、計画に対する町民の意見を募集するために、令和

３年２月１日から２月１９日までの期間で、【パブリッ

クコメント】を実施しました。  

パブコメ期間の変更 

６ページ上段 ６ 計画の策定体制 

（５）持続可能な開発目標（SDGｓ）の視点を生かした取

組みの推進

６ 計画の策定体制 （５）ＳＤＧｓの説明を 

 追加 

第４回策定委員会 資料１ 
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ページ／項目等 新（案） 旧（第３回策定委員会時） 備考 

６ページ上段  持続可能な開発目標（SDGｓ）は、貧困や格差、気候

変動などの課題解決に向け、国連加盟国が２０３０年ま

でに取り組むべき１７の目標です。この目標は、私たち

の自治体行政とも様々な関連があることから、持続可能

な社会を目指す取組みを自治体の施策に取り入れ、更な

る活性化を図ります。 

高齢者施策の取組みにおいても、持続可能な開発目標

が掲げる１７の目標と重なるものがあり、目標３「すべ

ての人に健康と福祉を」、目標８「働きがいも経済成長

も」、目標１１「住み続けられるまちづくりを」、目標

１７「パートナーシップで目標を達成しよう」があては

まります。本計画においても、基本理念である高齢者が

住み慣れた地域でいつまでも健康で自分らしい生活を最

期まで送ることができるよう支援し、持続可能な開発目

標の達成に向けた取組みに繋げていきます。 

７ページ中段 ７ 介護保険法の改正概要 

 【主な内容】 

（１）地域住民の複雑化・複合化・・・支援体制の構築

（２）地域の特性に応じた認知症・・・・整備の推進 

（３）医療・データー基盤の整備の推進 

（４）介護人材確保・・・・取組の強化 

（５）社会福祉法人連携法人制度の創設 

７ 介護保険法の改正概要 

 【主な内容】 

①地域福祉において・・・・・・・交付金の交付。 

②市町村介護保険計画で、・・・・総数について記載。 

③介護福祉士の養成施設を・・・・延長する。 

④社会福祉連携法人制度を創設する。 

（１）地域住民の複雑化・複合化・・・支援体制の構築

（２）地域の特性に応じた認知症・・・・整備の推進 

（３）医療・データー基盤の整備の推進 

（４）介護人材確保・・・・取組の強化 

（５）社会福祉法人連携法人制度の創設 

主な内容①から④は下段

（１）から（５）の内容

と重複するため削除 
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ページ／項目等 新（案） 旧（第３回策定委員会時） 備考 

１４ページ上段 ◯ 後期高齢者健診受診率及び要介護認定疾患原因 ◯ 何の疾患で介護保険を受けているのか 〇の文言修正 

１９ページ上段 １ 基本理念 

第７期計画は第６期で目指した目標や施策を踏まえ自 

立支援・重度化防止に取組んできました。現在町立南幌

病院では、訪問診療を強化し２４時間３６５日支援体制

を可能とし、安心して自宅でも医療を受けることのでき

る環境が整備されています。第８期計画は、医療と福祉

同じ理念を共有し、地域で暮らす高齢者が、いきいきと

暮らし安心して暮らすことができるまちを目指し、第７

期の基本理念を引き続き掲げ、誰もがそれぞれの健康状

態や家庭環境、人生観などに合った高齢期を送ることが

できるまち、安心と充実のある生活を送ることができる

まちを目指します。 

１ 基本理念 

第７期計画は第６期で目指した目標や施策を踏まえ自 

立支援・重度化防止を目指し進めてきました。現在町立

南幌病院では、訪問診療を強化し２４時間３６５日体制

を可能とし、安心して自宅でも医療を受けることのでき

る環境が整備されたところです。第８期計画は、医療と

福祉同じ理念を共有し、地域で暮らす高齢者が、いきい

きと暮らし安心して暮らすことができるまちを目指し、

第７期の基本理念を引き続き掲げ、誰もがそれぞれの健

康状態や家庭環境、人生観などに合った高齢期を送るこ

とができる社会、安心と充実のある生活を送ることがで

きる社会を目指します。 

文言の変更 

保険者 北海道 同規模 国 保険者 北海道 同規模 国

11.2% 12.0% 18.8% 22.6%

23.3% 25.0% 21.9% 23.0%

28.1% 17.4% 7.6% 14.1% 57.1% 51.3% 54.8% 51.7%

42.9% 26.2% 10.8% 20.4% 29.8% 31.0% 27.8% 30.1%

18.1% 11.1% 5.1% 9.6% 64.1% 57.0% 62.0% 58.7%

28.7% 22.8% 26.2% 24.0%

12.0% 12.2% 10.5% 11.0%

58.6% 51.1% 54.3% 51.6%

44.7% 36.8% 38.7% 36.4%

認知症（再掲） 29.8% 22.7% 25.7% 23.6%

21.6% 17.4% 20.2% 18.5%

介護健診

受診率 有病状況

糖尿病

高血圧症

脂質異常症

心臓病

脳疾患

がん

筋・骨格

精神

アルツハイマー病

検査値（受診勧奨判定値）

腹囲

男

女

保険者 北海道 同規模 国 保険者 北海道 同規模 国

11.2% 12.0% 18.8% 22.6%

23.3% 25.0% 21.9% 23.0%

28.1% 17.4% 7.6% 14.1% 57.1% 51.3% 54.8% 51.7%

42.9% 26.2% 10.8% 20.4% 29.8% 31.0% 27.8% 30.1%

18.1% 11.1% 5.1% 9.6% 64.1% 57.0% 62.0% 58.7%

28.7% 22.8% 26.2% 24.0%

12.0% 12.2% 10.5% 11.0%

58.6% 51.1% 54.3% 51.6%

44.7% 36.8% 38.7% 36.4%

認知症（再掲） 29.8% 22.7% 25.7% 23.6%

21.6% 17.4% 20.2% 18.5%

介護健診

受診率 有病状況

糖尿病

高血圧症

脂質異常症

心臓病

脳疾患

がん

筋・骨格

精神

アルツハイマー病

検査値（受診勧奨判定値）

腹囲

男

女
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ページ／項目等 新（案） 旧（第３回策定委員会時） 備考 

第２章 南幌町の現状と課題分析 

（６）削除

第２章 南幌町の現状と課題分析 

（６）介護保険サービス・事業の利用量の見込み 

  平成３０（2018）年度から令和２（2020）年度まで 

 の３年間を計画期間とする・・・・・・・・・・・・ 

 影響を踏まえて設定を行います。 

 ※新型コロナウイルス感染症の発生により・・・・・ 

 必要な支援を検討していきます。 

（６）本内容は1の計画策

定の趣旨や３ページの計

画の期間で述べているこ

とから削除。 

２１ページ中段 
老人クラブ（老人クラブ連合会）活動支援 

各地区を基盤とした高齢者が自主的に集まり、老人ク

ラブ（令和２年度１７団体）が社会奉仕や趣味・教養、

各種スポーツ、レクリエーションなどの活動を行いなが

ら交流と親睦を深めています。 

老人クラブ（老人クラブ連合会）活動支援 

各地区を基盤とした高齢者が自主的に集まり、１７団

体（令和２年度現在）老人クラブが社会奉仕や趣味・教

養、各種スポーツ、レクリエーションなどの活動を行い

ながら交流と親睦を深めています。 

文言の変更 

３０ページ下段 第４章 基本目標２ 

地域リハビリテーション活動支援事業 

今後は、町民が本人の健康・身体状況に適したリハビ

リテーションを利用しながら、その人らしい普通の暮ら

しを送ることができることを目的に、老人クラブやカフ

ェサロンなど、元気高齢者の集まりにリハビリ専門職員

等を派遣し、介護予防に資する知識の普及や技術への助

言、レクリエーションなどを行い、地域での介護予防の

取組みを支援する仕組みとして、地域リハビリテーショ

ン活動支援事業を行います。 

第４章 基本目標２ 

地域リハビリテーション活動支援事業 

今後は、町民が本人の健康・身体状況に適したリハビ

リテーションを利用しながら、その人らしい普通の暮ら

しを送ることができることを目的に、老人クラブやカフ

ェサロンなど、元気高齢者の集まりにリハビリ専門職員

等を派遣し、介護予防の講話や実践、レクリエーション

等を行い、地域での介護予防の取組みを支援する仕組み

として、地域リハビリテーション活動支援事業を行いま

す。 

文言の変更 
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ページ／項目等 新（案） 旧（第３回策定委員会時） 備考 

３０ページ下段 第8期計画より   

事業を一本化 

第８期  計画 

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

貯筋力アップ 開催回数 

元気応援   開催回数 

ネットワーク  

地域リハビリ 開催回数 16 18 20

第8期計画より   

事業を一本化 

第８期  計画 

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

貯筋力アップ 開催回数 

元気応援   開催回数 

ネットワーク  

地域リハビリ 開催回数 協 議 中
第８期計画値を記載 

３３ページ上段 第４章 基本目標３ 

（１）生活支援サービスの充実 

 緊急通報装置設置事業〈保健福祉課〉 

日常生活が多様化となっていることから、サービスの

見直しの検討や、令和２年４月より利用開始となった救

急安心センターさっぽろ（＃７１１９）の利用促進に向

け周知を行うなど、安心して生活できる体制の整備に努

めます。

第４章 基本目標３ 

（１）生活支援サービスの充実 

 緊急通報装置設置事業〈保健福祉課〉 

日常生活が多様化となっている現在、適切な機能が整

備されているか等の検討を行い、サービスの見直しも含

め、安心して利用できる体制の整備に努めます。 

＃７１１９の利用につい

て文言を追加そ修正 

３４ページ中段 
地震発生時要援護者安否確認・避難行動・・ 

さらに、現在登録されている要援護者を災害時におけ 

る要支援者として位置づけ、避難行動要支援者名簿に登

録を行い、民生委員や南空知消防組合南幌支署等の関係

機関と連携を図りながら、災害発生時に円滑な安否確認

や避難支援できる体制づくりに努めます。

地震発生時要援護者安否確認・避難行動・・・ 

さらに、現在登録されている要援護者を災害時におけ 

る要支援者として、本人の同意を得て「避難行動要支援

者名簿」に登録し、地域における情報の共有や役割分担

など、平常時において地域ぐるみで円滑に安否確認や避

難支援が行える地域の体制づくりに努めます。 

文言の変更 
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ページ／項目等 新（案） 旧（第３回策定委員会時） 備考 

３６ページ中段 

第４章 基本目標３ 

 巡回バス運行・オンデマンド型交通事業 

現在、自由に乗り降りができる町内巡回バスを運行し

ていますが、令和３年度中にＡＩを活用した地域交通シ

ステム（デマンドバス事業）を導入し、外出しやすい環

境の整備に向けて体制を整えています。 

導入においては、スマートフォンを利用した予約や相

乗りが基本となることから広報紙などで周知を行うとと

もに、高齢者にはアプリのインストールや使い方の講習

を行うなど、誰でも利用できる環境の体制づくりに努め

ます。 

第４章 基本目標３ 

 巡回バス運行・デマンド交通事業 

民間バス路線のない地域の運行路線上であれば、どこ

でも自由に乗り降りできる「フリー乗降（自由乗降）」

となっている巡回バスを運行しています。 

デマンド事業については、調整中 

デマンド交通事業の導

入において、高齢者の支

援方法を明記。 

３６ページ下段 第４章 基本目標３ 

 買い物弱者支援事業〈保健福祉課〉 

買い物が困難な地域で、高齢者が食料品などを購入で

きるよう、民間の事業者を利用し、買い物環境の改善や

見守り体制の支援ができる体制の実現に向けて検討を行

います。 

第４章 基本目標３ 

 買い物弱者支援事業〈保健福祉課〉 

買い物が困難な地域で、高齢者が食料品などを購入で

きるよう、民間の事業者を利用し、買い物環境の改善及

び見守り体制の支援を試行的に実施します。 

今後アンケート調査を実

施した結果を民間事業所

に報告、結果次第では、

利用できない場合もある

ことと、試行に至るまで

には期間がかかる可能性

があるため、文言を変

更。 

３７ページ上段 第４章 基本目標３ 

高齢者運転免許証自主返納支援事業 

高齢運転者による交通事故を未然に防ぐ観点から、運

転免許証の返納を促すことを目的に実施しており、自主

返納した６５歳以上の高齢者には、ハイヤー利用券など

の交付を行い、運転免許証返納者の移動手段の確保を図

っています。 

第４章 基本目標３ 

高齢者運転免許証自主返納支援事業 

高齢運転者による交通事故を未然に防ぐ観点から、運

転免許証の返納を促すことを目的に実施しており、自主

返納した６５歳以上の高齢者には、ハイヤー利用券（初

乗り料金２４回分/年３ヵ年を限度）の交付を行い、運転

免許証返納者の移動手段の確保を図っています。 

今度オンデマンド型交通

の導入に伴い、デマンド

でも利用できるチケット

も交付される可能性があ

ることから文言を変更。 
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ページ／項目等 新（案） 旧（第３回策定委員会時） 備考 

４０ページ中段 第４章 基本目標３ 

 養護老人ホーム入所措置〈保健福祉課〉 

心身又は環境上の理由及び経済的な理由などによ

り、・・・・・・・・・・・・・・・所措置します。  

この制度は、精神障がい者、・・・・・高齢者の生活

をサポートする役割を担っています。 

第４章 基本目標３ 

 養護老人ホーム入所措置〈保健福祉課〉 

心身又は環境上の理由及び経済的な理由などによ

り、・・・・・・・・・・・・・・・所措置します。  

この制度は、精神障がい者、・・・・・高齢者の生活

をサポートする役割を担っています。 

今後も高齢者の実態把握に努め、安全の確保に努めま

す。

今後から削除 

４２ページ中段 第４章 基本目標４ 

広域型サービス〈保健福祉課〉 

老人福祉施設 

今後、施設の老朽化に伴い大規模改修工事が予定され

ていることから、工事にあたり地域の拠点の場となる日

常的な地域との交流スペースの整備や、プライバシーを

配慮した居室やユニット化など、環境の整備に向けて道

や施設と連携し支援に努めます。 

第４章 基本目標４ 

広域型サービス〈保健福祉課〉 

老人福祉施設 

今後、施設の老朽化に伴い大規模改修工事が予定され

ていることから、工事にあたり日常的な地域との交流ス

ペースの整備など、地域の拠点の場となるよう、また、

プライバシーを配慮した居室や一部ユニット化などの環

境の整備に向けて、道や施設と連携し支援に努めます。 

文言の変更 

４２ページ下段 
広域型サービス〈保健福祉課〉 

老人保健施設 

本町の介護老人保健施設ゆうは定員７０名で令和２年

１１月末の待機者数は３名であり、介護老人保健施設

の・・・・・随時対応することとします。 

広域型サービス〈保健福祉課〉 

老人保健施設 

本町の介護老人保健施設ゆうは定員７０名で令和２年

１０月末の待機者数は 名であり、介護老人保健施設

の・・・・・随時対応することとします。 

１１月に変更と待機者数

の記載もれのため人数を

記載 
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４３ページ上段 
地域密着型サービス〈保健福祉〉 

町民のみが利用できる地域密着型サービスは、本町には

グループホームが４事業所と小規模ディサービスセンタ

ーが１事業所あります。 

グループホームの入居状況では、令和２年１０月末時点

で待機者数は数名であり、・・・・新規の整備は見込み

ません。 

また、小規模ディサービスセンターにおいても、既存

の事業所で対応可能と考えることから、新規整備は見込

みません。・・・・・・随時対応することとします。 

地域密着型サービス〈保健福祉〉 

町民のみが利用できる地域密着型サービスは、本町には

グループホームが４事業所、認知ディが１事業所ありま

す。 

グループホームの入居状況では、令和２年１０月末時点

で待機者数は数名であり、・・・・新規の整備は見込み

ません。 

また、認知ディ（小規模ディサービス）においても、

既存の事業所で対応可能と考えることから、新規整備は

見込みません。・・・・・随時対応することとします。 

正式名称で記載 

４５ページ上段 第４章 基本目標４ 

 在宅医療・介護連携推進事業〈保健福祉課〉 

 保健福祉医療サービス調整推進会議

また、高齢者が自立支援を実現するための必要なサー 

ビスや支援を行うケアマネジメントについて、この会議

に参集する多職種の協力を得て、取組みを進めていきま

す。 

第４章 基本目標４ 

 在宅医療・介護連携推進事業〈保健福祉課〉 

 保健福祉医療サービス調整推進会議

また、この会議に参集する多職種の協力を得て、高齢

者が自立支援を実現するための必要なサービスや支援

を行うケアマネジメントについて話し合う場をもち取

組みを進めていきます。

文言の変更 

４６ページ上段 第４章 基本目標４ 

  地域包括ケア個別会議

支援困難事例を対象に、個別課題の解決・様々な職種

のネットワーク構築・地域課題発見や資源開発などを目

指し、必要時に開催しています。 

第４章 基本目標 

  地域包括ケア個別会議

支援困難事例を対象とし、高齢者における個別課題の

解決・様々な職種のネットワーク構築・地域課題発見や

資源開発などを目指し、必要時に開催しています。 

文言の変更 
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４６ページ中段 第４章 基本目標４ 

  自立支援型地域ケア個別会議

介護サービスを利用する人の自立支援に資するケアマ

ネジメントに重点を置いた検討を行うため、自立支援型

地域ケア個別会議を定例で開催しています。 

第４章 基本目標４ 

  自立支援型地域ケア個別会議

介護サービスを利用する人の自立支援に資するケアマ

ネジメントに重点を置いた検討を行うため、自立支援型

地域ケア個別会議を定例で年６回ほど開催しています。 

回数の削除 

４７ページ上段 第４章 基本目標４ 

総合相談窓口〈地域包括支援センター：地域支援事業〉 

本町では、サービスに関する情報等の初期相談をはじ

め、医療、介護、住まい、生活支援、認知症の早期発見

のための物忘れ相談など、多様な相談に対応しています

が、日常生活圏域ニーズ調査結果では、「認知症に係る

相談窓口を知っていますか？」の質問で「知らない」が

６１．７％となっていることから、相談窓口の周知を強

化し、迅速に対応できる体制づくりに努めます。 

また、地域ぐるみで高齢者の相談に応じることが必要

とされるため、民生委員児童委員、人権擁護委員、老人

クラブ会長を在宅高齢者相談協力員として委嘱し情報共

有を行っています。

第４章 基本目標４ 

総合相談窓口〈地域包括支援センター：地域支援事業〉 

本町では、サービスに関する情報等の初期相談をはじ

め、医療、介護、住まい、生活支援、認知症の早期発見

のための物忘れ相談など、多様な相談に対応していま

す。日常生活圏域ニーズ調査の調査内容で、「認知症に

係る相談窓口を知っていますか？」の質問では「知らな

い」が６１．７％となっていることから、相談窓口の周

知・啓発や各種サービスの情報共有を行い、適切に対応

できる体制づくりに努めます。 

また、地域で広く高齢者の相談に応じるため、民生委

員児童委員、人権擁護委員、老人クラブ会長を在宅高齢

者相談協力員として委嘱しています。 

文言の変更 

４８ページ上段 第４章 基本目標４ 

（３）地域包括ケアシステムの構築 

第４章 基本目標４ 

（３）地域包括ケアシステムの構築 
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４８ページ上段 

４９ページ下段 

介護人材確保〈地域包括支援センター：地域支援事業〉 

質の確保では、介護保険法に基づく実地指導のほか、

講習等による集団指導を通して介護サービスの適正な運

営とサービスの質の確保を図り、地域住民の代表を交え

た運営推進会議の開催内容を通じて、入居者の環境や身

体状況の把握に努めます。 

介護人材確保については、近隣３町の介護人材確保に

向けた意見交換会や道などの各関係機関と連携し、介護

人材の育成と確保を図るとともに、広域連携の取組みで

ある学生地域定着支援推進事業も活用し、職場の雰囲気

やサービスの内容を知るための介護職場体験の機会を設

けるなど、介護の魅力発信のイメージアップに向けた取

組みに努めます。 

また、介護人材の育成と確保と同時に介護職員の身体

的・精神的負担を軽減し、効率的な業務ができるよう国

や道の情報を活用し、介護ロボットやＩＣＴ機器の導入

の一部助成や国が示す事業所指定更新や実施指導時の準

備書類の文書量削減に基づき、働きやすい環境の体制づ

くりに努めます。 

第４章 基本目標４ 

災害と感染症に係る体制整備〈保健福祉課〉 

また、介護事業所において、災害や感染症が発生した

場合であっても必要なサービスが継続的に提供できる体

制を構築する観点から、全ての介護事業所を対象に業務

継続に向けた計画（BCP）の策定や事業所が適正に運営さ

れるよう町が行う実地指導などを通して必要な物資の備

蓄・調達の状況を定期的に確認するなど、災害や感染症

発生時にも運営できる体制の整備に努めます。

介護人材確保〈地域包括支援センター：地域支援事業〉 

質の高い介護サービスを安定的に提供できるために、

介護職員を対象とした研修や講習会を開催し介護に携わ

る人のスキルアップや資質向上を図ることや、介護現場

の業務改善や文書量削減など業務の効率化に努めるとと

もに、介護ロボットやＩＣＴ活用の紹介をするなど、働

きやすい環境の体制づくりを推進します。 

また、近隣３町の介護人材確保に向けた意見交換会や

道などの各関係機関と連携し、介護人材の育成と確保を

図るとともに、実際の職場の雰囲気やサービスの内容を

知ることができる介護職場体験の機会を設けるなど、介

護の魅力発信のイメージアップに向けた取組みに努めま

す。 

第４章 基本目標４ 

災害と感染症対策〈保健福祉課〉 

介護事業所においては、災害や感染症が発生した場合

であっても必要なサービスが継続的に提供できる体制を

構築する観点から、全ての介護事業所を対象に業務継続

に向けた計画（BCP）の策定や研修・訓練を実地指導など

を通して推進し、必要な物資の備蓄・調達の状況を定期

的に確認し、災害や感染症にも運営できる体制の整備に

努めます。 

文言修正 

江別市を主体とした広域

連携事業の追加 

文言修正 

実地指導の定義を追加 

及び文言の変更 
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６９ページ上段 第５章 介護保険制度の円滑な運営 

〇調整交付金 

本町では被保険者における年齢の高い区分の高齢者加

入割合が全国平均よりも高く、所得段階別の人数割合で

も全国平均よりも高いため、交付割合は５％を上回って

います。本計画においては、本町の調整交付金の交付割

合を●●％（３ヶ年平均）と推計しています。 

第５章 介護保険制度の円滑な運営 

（２）調整交付金 

本町では被保険者における年齢の高い区分の高齢者加

入割合が全国平均よりも高く、所得段階別の人数割合で

も全国平均よりも高いため、交付割合は５％を上回って

います。本計画においては、本町の調整交付金の交付割

合を5.72％（３ヶ年平均）と推計しています。 

議会全員協議会資料で、

未記入のため、同様の標

記としている。 

６９ページ中段 第５章 介護保険制度の円滑な運営 

〇介護給付費準備基金 

基金は保険財政の安定を図るために大切な役割を果た

していますが、必要以上の基金残高を保有することは、

保険給付のために徴収した保険料の使途として適切では

ありません。そこで、本計画期間においては、基金残高

約4,400万円のうち安定的な保険運営のために必要な残額

水準を除いた●●円を取り崩し、保険料負担の軽減を図

ります。 

第５章 介護保険制度の円滑な運営 

（３）介護給付費準備基金 

基金は保険財政の安定を図るために大切な役割を果た

していますが、必要以上の基金残高を保有することは、

保険給付のために徴収した保険料の使途として適切では

ありません。そこで、本計画期間においては、基金残高

約●●万円のうち安定的な保険運営のために必要な残額

水準を除いた3,000万円を取り崩し、保険料負担の軽減を

図ります。 

議会全員協議会資料と同

じ標記としている。 

変更予定（基金取崩し） 

７３ページ上段 第５章 介護保険制度の円滑な運営 

 【参考】介護保険料基準額の推移（抜粋）↓ 

第１期 

平成12年度～14

年度 

第７期 

平成30年度～令

和2年度 

基準額(a)-(b) 4,100円 5,408円 

増減額（対前期比） － 425円 

実質保険料(a) 4,200円 5,610円 

第５章 介護保険制度の円滑な運営 

第１期から第７期までの 

基準額等の推移を掲載 
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基金取崩し等による(b) 

（その他特例交付金等

含む） 

▲100円 ▲202円 

基金取崩し額 － 17,000（千円） 

全国平均保険料 2,911円 5,869円 

北海道平均保険料 3,111円 5,617円 

７５ページ下段 

７６ページ上段 

９ 持続可能な介護保険制度への取組みの推進 

（１） 高齢者の自立支援と重度化防止の取組み 

超高齢化社会の進行に伴い、今後ますます介護を必要

とする高齢者の増加が予想される中、できるだけ要支

援・要介護状態にならないように、要支援・要介護状態

となっても重度化しないような取組みを強化していくこ

とが求められます。 

町では、介護保険法第１１７条第２項に基づき、「自

立支援・重度化防止」に取組むために被保険者の地域に

おける自立した日常生活の支援、要介護状態などになる

ことの防止、要介護状態の軽減・悪化の防止、介護給付

などに要する費用の適正化に関し、取り組むべき施策を

示し、施策ごとに目標を設定しました。 

計画期間中に目標の達成状況に関する分析により施策

の評価を行うことで、目標管理を行っていきます。 

高齢者の自立支援と重度化防止の取組目標（抜粋）↓ 

区分 取組内容 

７ 持続可能な介護保険制度への取組みの推進 

（１）2025年、2040年のサービスの水準及び保険料水準 

本町の要介護認定者は今後増加し、令和22年以降も増加 

していくと推計されます。それに伴い介護給付費も増大

し、令和７年には883,163千円、令和22年には1,060,124千

円になると見込まれます。これらを踏まえ・・・・・・ 

令和22年には××円になる見込みです。 

以下、表も削除（抜粋）↓ 

区分 令和5年 令和7年 令和12年 令和17年 

要介護・ 486 513 565 626 

介護給付 835,376 883,163 931,552 1,003,883 

保険料     

７の（１）と表の変更 
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地域リハビリテー

ション活動支援事

業の推進 

住民主体の活動の場（サロン・

老人会）を利用し、講話や運動

の実践を行い、更なる介護予防

の強化を図る。 

包括的なケアマネ

ジメントの推進 

高齢者の自立した生活の維持や

生活の質の向上に向け多職種協

働により多角的な視点から支援

を検討する。 

７６ページ中段 
（２）保険者機能強化推進交付金等の活用

平成３０年度より、市町村や都道府県の高齢者の自

立支援・重度化防止等に関する取組みを推進すること

を目的として、保険者機能強化推進交付金が創設され

ました。また、令和２年度には、保険者による介護予

防及び重度化防止に関する取組みのさらなる推進を図

ることを目的として、新たな介護予防・健康づくり等

に資する取組みに重点を置いた介護保険保険者努力支

援交付金が創設されました。 

これらの交付金等を活用して、高齢者の自立支援・重度

化防止等に向けた取組みや、新たな介護予防・健康づく

り等の取組みを進め、各種施策の一層の強化に努めま 

（２） 介護保険事業の適切な運営（介護保険・・取組

み） 

要介護認定者の増加に伴い介護給付費は毎年増加し、

保険料も上昇し続けています。 

介護保険制度を維持可能なものにしていくためには、

介護給付の適正化を図り、介護保険事業を適切に運営し

ます。【介護給付の適正化】は、①介護給付を必要とす

る受給者を適切に認定したうえで、②受給者が真に必要

とするサービスを、③事業者がルールに従って適正に提

供するよう促すこととされています。 

令和7年（2025年）、さらには団塊ジュニア世代が65歳

以上となる令和22年（2040年）に向けて、必要な給付を

適切に提供するための適正化事業をより一層推進してい

きます。 

        表の抜群↓ 

事業名 取組内容 

要介護認定の適

正化（主要5） 

認定調査は・・・・・・・ 

ケアプラン点検 町内2ヵ所の・・・・・・・・ 

以下省略 

（２）の変更と表の削除 
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７６ページ下段 

７７ページ上段 

７８ページ上段 

（３）介護保険適正化の取組み 

高齢者人口の増加に伴い、介護保険サービスの利用者

及び介護給付費の増大が見込まれる中、不適切なサービ

ス提供について見直し、適切な保険料水準を維持するこ

とが重要です。 

介護保険の費用は、町民が負担する介護保険料と税金 

で賄われていることを踏まえ、適切なマネジメントによ

り、介護保険サービス利用者が真に必要とするサービス

を見極め、事業者がルールに従って適正にサービスを提

供するよう促します。そのために、「第５期北海道介護

給付適正化計画」に基づき、主要５事業（要介護認定の

適正化、ケアプランの点検、住宅改修等の点検、縦覧点

検・医療情報との突合、介護給付費通知）の実施により

第８期計画期間における適正化に努めます。 

介護給付適正化にむけた取組・目標（抜粋）↓ 

事業名 取組内容 第７期実績 第８期実績 

要介護認定

の適正化 

調査票の点

検割合 

変更率の分

析 

100％ 

年１回 

100％ 

年１回 

ケアプラン

点検 

チェック数 100％ 

100％ 

100％ 

100％ 

住宅改修等

の点検 

点検割合 100％ 

100％ 

100％ 

100％ 

１０ 令和７年、令和２２年度の各種推計について 

（３）追加 

介護給付適正化にむけた取

組・目標の表の変更 

１０の追加 
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７８ページ上段 本計画は、団塊の世代が後期高齢者となる令和7年

（2025年）と、さらにその先の令和22年（2040年）を見据

えた計画となっており、中長期的な視点に立って本計画

を策定するため、令和７年度（2025年度）と令和22年度

（2040年度）の介護需要等を以下のように推計しました 

なお、令和7年度（2025年度）と令和22年度（2040年

度）の介護需要等を推計するにあたっては、その基礎と

なる要介護認定者数を推計するとともに、その推計結果

と第８期計画期間の介護保険サービス等の見込み量（推

計値）を踏まえ、介護保険事業費及び保険料（月額基準

額）を以下のように推計しました。 

ただし、令和7年（2025年度）と令和22年度（2040年

度）の介護保険事業費や保険料水準については、今後の

介護保険制度改正等の影響が考慮されていません。ま

た、介護予防・重度化防止の取組みをはじめとする高齢

者施策の推進により大きく変動することが考えられます 

【令和7年度と令和22年度の各種推計結果】抜粋↓ 

令和７年度 

（2025年度） 

令和２２年度 

（2040年度） 

第１号被保険

者の要支援・

要介護 

認定者数等の

推計結果 

要支援１ ７４人 ９６人 

要支援２ ６０人 ７６人 

要介護１ １０９人 １４８人 

要介護２ ９８人 １３７人 

要介護３ ６７人 ９６人 

要介護４ ６３人 ８８人 

要介護５ ３９人 ５５人 

認定者数（合

計） 

５１０人 ６９６人 

第１号認定率 １８．３％ ２５．３％ 

以下省略 

追加 

表の追加 
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７９ページ中段 

８０ページ上段 

第６章 計画の推進と進行管理 

（３）計画推進にあたって              

計画を確実に推進していくためには、各機関や関係団

体との連携が必要不可欠であり、地域の様々な問題を解

決していくためには、行政のみならず、町民も自ら考え

参加する必要があると考えます。そのため、社会福祉協

議会や各団体との協力を深め、制度の持続可能性の確保

に努めます。 

（２）ＰＤＣＡサイクルの実施 

高齢者が可能な限り住み慣れた地域で自立した日常生

活を営むことができるよう、高齢者の自立支援・重度化

防止の取組みを推進するために、介護保険計画内容の進

捗状況をＰＤＣＡサイクルにより評価を行います。 

計 画 （ Ｐ ｌ ａ ｎ ）：計画における目標達成状況や、本町を

取り巻く社会情勢を適切に把握し計画を策定。 

実行（Ｄo）：計画を着実に実行。 

評 価 （ Ｃ ｈ e c k ） ：計画に定める指標に基づき、計画の進

捗状況を評価。 

改 善 （ Ａ ｃ ｔ i o n） ：評価結果を踏まえ、計画の実現に結び

つくための改善。 

第６章 計画の推進と進行管理 

３）計画推進にあたって              

計画を確実に推進していくためには、各機関や関係団

体との連携が必要不可欠であり、地域の様々な問題を解

決していくためには、行政のみならず、町民も自ら考え

参加する必要があると考えます。そのため、社会福祉協

議会や各団体との協力を深め、人材の確保・育成を図り 

ます。 

計 画 （ Ｐ ｌ ａ ｎ ）：計画における目標達成状況や、本町を

取り巻く社会情勢を適切に把握し計画を策定。 

実行（Ｄo）：計画を着実に実行。 

評 価 （ Ｃ ｈ e c k ） ：計画に定める指標に基づき、計画の進

捗状況を評価。 

改 善 （ Ａ ｃ ｔ i o n） ：評価結果を踏まえ、計画の実現に結び

つくための改善。 

文言の変更 

文言の追加 



第８期介護保険事業計画・高齢者保健福祉計画の 

今後のスケジュールについて 

１ 今後における計画内容・文言の修正について 

 ■北海道高齢者福祉計画・介護保険事業支援計画（素案）との整合性 

 ■総合計画及び各種計画との整合性 

２ 計画（素案）提示後のスケジュール 

  令和３年 

 １月２８日（金） ①議会全員協議会に説明 

２月 ８日（月） ②パブリックコメントの実施 

  ～ 

３月 １日（月） （２月号広報・ホームページ・情報コーナー） 

３月上旬     介護保険料条例改正議会提案         

３月中旬     ①②で意見等があった場合の修正 

３月中旬     第５回策定委員会において修正報告 

３月下旬     計画書策定 

４月１日     住民・町内介護関係機関・事業者に計画内容公表 


